
令和４年度〔第１四半期〕随意契約の結果（５００万円以上の工事、物品、委託）
土木交通部

（注）※１、※２の説明

監理課 滋賀県建設技術セン
ター管理運営業務委
託

滋賀県建設技術セン
ター管理運営業務

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
建設技術センター

10,021,680 当該団体は、県および市町が設立した団体であ
り、同センターにおける施策の展開と関連した一
体的な運営により、技術支援による行政を補完
する機能を有する委託先は他にないため。

2 3イ

監理課 土木事務所等への人
材派遣業務委託

土木事務所等への人
材派遣業務（単価契
約）

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 公益社団法人滋賀県
シルバー人材センター
連合会

10,137,600 シルバー人材センター連合会から役務の提供を
受ける契約であるため。

3

監理課 建設業情報システム
電算処理業務委託

建設業許可電算処理
業務、経営事項審査電
算処理業務、これらの
業務に係る情報の法令
等に基づく情報提供
（一部単価契約）

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 一般財団法人建設業
情報管理センター

5,907,600 委託業務で使用する建設業情報管理システムは
全国の建設業許可行政庁で利用されており、登
録内容を全国的に共有することで審査事務が円
滑に行える。当該システムを運用するものは他
になく、代替性がないため。

2 3イ

監理課 令和4年度滋賀県経
営事項審査等業務委
託

経営事項審査事務およ
び申請データ作成業務
（単価契約）

令 和 4 年 4 月 6 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 滋賀県行政書士会 12,868,500 当該業務に関する知識を有し、かつ委託期間中
必要な員数や業務水準を安定的に確保できる唯
一の機関であるため。

2 3イ

技術管理課 令和4年度 第1号 公
共工事総合システム
運用保守委託

公共工事総合システム
のヘルプデスク業務

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 富士通Japan株式会社 8,195,000 問合せによりデータ修正や障害が確認された事
項に対して、開発者である当業者しか対応できな
いため。

2 3イ

技術管理課 令和4年度 第1号 土
木積算システム運用
管理業務

土木積算システムの運
用管理

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 キステム株式会社 12,183,600 本業務の実施のためには、当該システムの運用
に精通している必要があり、当該システムの開発
元または、当該システムの開発元と密接な技術
連携があり、過去にネットワーク整備を行った実
績を有する者以外にない。

2 3イ

技術管理課 令和4年度 第2号 土
木積算システム保守
管理業務

土木積算システムの保
守管理

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 NECネクサソリューショ
ンズ株式会社

31,603,000 プログラムに関する著作権は当該業者しか有し
ておらず、他の者がプログラム修正等を行うこと
が認められていないため。

2 3イ

技術管理課 土木関係技術職員等
研修事業にかかる委
託

土木関係技術職員等
研修事業

令 和 4 年 4 月 15 日 ～ 令 和 5 年 3 月 17 日 公益財団法人滋賀県
建設技術センター

7,071,000 体系的・効果的な研修事業を行うための十分な
経験およびノウハウを持ち、また研修を実施する
に十分な施設を有する公益財団法人滋賀県建
設技術センター以外の者に研修事業の受託は
困難であるため。

2 3イ

技術管理課 令和4年度 第1号 公
共工事総合システム
改修業務委託

公共工事総合システム
の改修業務

令 和 4 年 6 月 22 日 ～ 令 和 5 年 1 月 31 日 富士通Japan株式会社 19,800,000 当業者しかシステム改造の著作権を有していな
いため。

2 3イ

根拠
法令
※１

適用
類型
※２

表頭欄の「根拠法令」（※１）は、随意契約ができる場合について規定している地方自治法施行令第１６７条の２第１項の１号から９号のうち該当する号を記入し、２号の場
合（性質又は目的が競争入札に適しないもの）については、「適用類型」（※２）に厳格な運用を図るために県が作成した７類型のうち該当するものを記入しています。

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

交通戦略課 「滋賀交通ビジョン」
見直しに向けた調査
検討業務委託

「滋賀交通ビジョン」の
見直しに必要となる現
状調査、県民アンケー
ト、課題分析、事例収
集等の調査・検討

令 和 4 年 5 月 24 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 パシフィックコンサルタ
ンツ株式会社 滋賀事
務所

12,991,000 本業務は、本県の地域特性に応じた交通ネット
ワークの構築を見据えて実施するものであり、競
争入札（総合評価型を含む）による画一的な仕様
に基づく業者選定では、地域の移動手段の調査
手法や分析方法等について、最適な事業者を選
定するのに必要な企画力や提案力を審査するこ
とができない。
また、事業者が独自に有する知見やツールを活
用した提案を受けて最終的な仕様を確定して執
行しなければ、本業務の目的を達成し、成果を最
大化することができないため、競争入札に適しな
いことからプロポーザル方式により契約の相手
方を選定したため。

2 4

交通戦略課 「滋賀県が目指す地
域交通の姿」イメージ
素材作成業務委託

「目指す姿」の共有に
向けたイメージ素材の
作成

令 和 4 年 6 月 27 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 株式会社JR西日本コ
ミュニケーションズ京都
支社

12,111,000 本業務は、本県の地域特性に応じた交通ネット
ワークの構築を見据えて実施するものであり、競
争入札（総合評価型を含む）による画一的な仕様
に基づく業者選定では、今後目指す地域交通の
姿を県民等とイメージを共有するための素材作
成について、最適な事業者を選定するのに必要
な企画力や提案力を審査することができない。
また、事業者が独自に有する知見やツールを活
用した提案を受けて最終的な仕様を確定して執
行しなければ、本業務の目的を達成し、成果を最
大化することができないため、競争入札に適しな
いことからプロポーザル方式により契約の相手
方を選定したため。

2 4

道路保全課 自転車安全利用指導
業務委託

「滋賀県自転車の安全
で適正な利用の促進に
関する条例」第１７条に
規定される「自転車安
全利用指導員」による
自転車交通安全教育
および自転車の安全で
適正な利用に関する広
報啓発業務

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 公益財団法人滋賀県
交通安全協会

15,100,000 自転車交通安全教育に関して豊富な知識と交通
安全教室の実績があり、自転車の体験型交通安
全教育が行える自転車シミュレーターを所有する
のは当契約相手方より他にないため。

2 3イ

道路保全課 東海道本線　能登
川・安土間　上豊浦
跨線外９橋りょう点検
委託

西日本旅客鉄道株式
会社が所管する鉄道部
を跨ぐ橋りょう点検業務

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 西日本旅客鉄道株式
会社

85,559,000 「道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要
綱」第11条により、鉄道側の運転保安上または
施設の維持管理上において、鉄道事業者による
点検業務の実施が必要となるため。

2 3ア



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

道路保全課 第１０１－１号　滋賀
県道路統合管理シス
テム保守点検業務委
託

滋賀県道路統合管理
システムの機能維持、
保守点検業務

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 ほくつう・NTTデータ関
西特定業務共同企業
体

8,030,000 契約の相手方がシステムのソフトウェアの開発を
行い、著作権を有しているため。

2 3イ

道路保全課 高速自動車国道中央
自動車道西宮線（名
神高速道路）及び高
速自動車国道近畿自
動車道名古屋神戸線
（新名神高速道路）と
交差する滋賀県が管
理する跨道橋の詳細
点検業務委託

西日本高速道路株式
会社が所管する道路部
を跨ぐ橋梁の点検業務

令 和 4 年 4 月 21 日 ～ 令 和 5 年 2 月 28 日 西日本高速道路株式
会社　関西支社　滋賀
高速道路事務所

10,352,448 道路法施行規則第四条の五の六第四項により、
跨道部の道路管理上または施設の維持管理上
において、契約の相手方による工事の実施が必
要と考えられるため。

2 3ア

砂防課 滋賀県土木防災情報
システム運用保守業
務委託

滋賀県土木防災情報
システム運用保守業務

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 日本無線・中電技術コ
ンサルタント特定業務
共同企業体

19,096,000 土木防災情報システムについては左記業者が著
作権を保有しているため。

2 3イ

大津土木事務所 令和４年　第Ｃ１０２
－０１号 大津信楽線
道路改良等工事施工
委託

設計、積算、施工、監
督、検査

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 国土交通省近畿地方
整備局

67,114,300 大戸川ダムにかかる県道付け替え工事を行うた
め。

2 2

大津土木事務所 令和4年度　第13-1
号　家棟川他河川環
境保全（河川愛護活
動）委託

河川愛護作業（除草清
掃）1式

令 和 4 年 6 月 6 日 ～ 令和4年12月16日 大津市 5,375,000 河川法第99条の規定にもとづき関係地方公共団
体に委託するものであるため。

2 2

南部土木事務所 琵琶湖（草津地区）水
草対策管理・有効利
用等委託

水草除去管理　1式 令 和 4 年 6 月 10 日 ～ 令 和 5 年 3 月 20 日 公益財団法人淡海環
境保全財団

5,599,000 複数の漁業協同組合が共同で実施する必要が
あることから、漁船等の手配が必要なため。

2 3イ

南部土木事務所 琵琶湖（草津地区）水
草刈取委託

水草刈取　1式 令 和 4 年 6 月 27 日 ～ 令 和 5 年 2 月 28 日 滋賀県漁業協同組合
連合会

14,355,000 水草繁茂動向の予測他刈り取りの影響等につい
ての知見および堆肥化とその普及に関する技術
力が必要なため。

2 3イ

甲賀土木事務所 R4 33-2 思川他河川
愛護活動事業（草刈・
清掃）委託

河川愛護作業（除草清
掃）

令 和 4 年 6 月 10 日 ～ 令 和 5 年 1 月 20 日 甲賀市 16,210,000 市町を核とした地域住民等の河川愛護活動を河
川法第99条の規定に基づき関係地方公共団体
に委託するものであるため。

2 2

甲賀土木事務所 R04 301-2 国道３０７
号単独道路改築積算
支援業務委託

道路改築積算支援業
務

令 和 4 年 6 月 23 日 ～ 令 和 4 年 8 月 26 日 公益財団法人滋賀県
建設技術センター

5,137,000 本工事の積算は複雑かつ難易度の高いもので
あり、各種技術基準への適合や工事費の経済性
への配慮等、高度な見地から、業務を行う必要
がある。また、積算は予定価格を算出する行為
であり、極めて高い秘匿性が求められ、他に代
替しうる者がいないため。

2 3イ

甲賀土木事務所 犬猫等死骸処理業務
委託（小型動物）

県管理道路の動物死
骸処理業務（単価契
約）

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 株式会社水口テクノス 7,312,800 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の規
定に基づく一般廃棄物処分許可業者に相手方が
特定されるため。

2 1

甲賀土木事務所 令和4年度第HA32-1
号　甲南インター維
持管理協定

甲南インターチェンジの
維持管理

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 西日本高速道路株式
会社

10,732,558 特定の土地・施設等を所有または管理している
者と契約する場合であるため。

2 3ア

東近江土木事務
所

犬猫等動物死骸撤去
処分委託

東近江市の県管理道
路上の犬猫等の死骸
撤去処分（単価契約）

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 株式会社日吉 13,840,750 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の規
定に基づく一般廃棄物処分許可業者に相手方が
特定されるため。

2 1



根拠
法令
※１

適用
類型
※２

契約担当組織
の名称

事業名 契約内容
契約期間（履行期間）

（物品購入契約は契約締結日）
契約の相手方 契約金額 (円） 随意契約とした具体的理由等

湖東土木事務所 湖東三山スマートイ
ンターチェンジの管理
の実施に関する年度
協定

湖東三山インター線維
持管理

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 中日本高速道路株式
会社名古屋支社

7,672,280 当業務は名神高速道路　湖東三山スマートイン
ターチェンジの管理に関するものであり、本業務
を履行可能な業者は名神高速道路の管理者で
ある中日本高速道路株式会社以外にないため。

2 3ア

湖東土木事務所 刈草等処分業務委託
（単価契約）

刈草、剪定枝葉、伐採
木、伐採竹、伐採木
根、伐採竹根の処分
（彦根市）

令 和 4 年 4 月 14 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 湖北総合開発株式会
社

14,032,700 刈草等発生地域において廃掃法の許可を得た
一般廃棄物処分許可業者のみが業務を請け負
うことができるため。

2 1

湖東土木事務所 刈草等処分業務委託
（単価契約）

刈草、伐採竹、伐採竹
根の処分（甲良町）

令 和 4 年 4 月 14 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 シームウッド株式会社 19,969,400 刈草等発生地域において廃掃法の許可を得た
一般廃棄物処分許可業者のみが業務を請け負
うことができるため。

2 1

湖東土木事務所 刈草等処分業務委託
（単価契約）

刈草、剪定枝葉、伐採
竹の処分（多賀町）

令 和 4 年 4 月 14 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 シームウッド株式会社 5,618,800 刈草等発生地域において廃掃法の許可を得た
一般廃棄物処分許可業者のみが業務を請け負
うことができるため。

2 1

長浜土木事務所 河川愛護活動事業
（草刈・清掃）委託

河川愛護作業（除草清
掃）

令 和 4 年 5 月 13 日 ～ 令和4年12月23日 米原市 5,327,000 市町を核とした地域住民等の河川愛護活動を河
川法第99条の規定に基づき関係地方公共団体
に委託するものであるため。

2 2

湖東土木事務所 河川愛護活動事業
（草刈り・清掃）委託

河川愛護作業（除草・
清掃）

令 和 4 年 5 月 19 日 ～ 令和4年12月20日 彦根市 5,488,000 河川法弟99条規定による関係地方公共団体へ
の委託であるため。

2 2

長浜土木事務所 姉川ダム公園等維持
管理業務委託

ダム公園および管理道
路の除草・植樹管理・
ゴミ清掃・側溝清掃等

令 和 4 年 6 月 3 日 ～ 令 和 5 年 1 月 31 日 米原市 5,665,000 姉川ダム建設事業に伴い周辺に整備されたダム
公園等の管理については、地元自治体である米
原市との協定に基づく維持管理委託を実施して
きた。市は現場条件等も十分に把握しており、他
に代わる者はなく、更に地元自治体であるため
諸経費等の削減が図れ、比較的安価で契約でき
るため。

2 2

長浜土木事務所 刈草処分業務委託
（単価契約）

刈草処分
長浜市南部（旧長浜市
域）

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 株式会社エスケイカン
ポスト

8,580,000 本件業務を遂行しうる者は一般廃棄物処理業
（木くず処分）許可業者に限定されるため。

2 1

長浜土木事務所 刈草処分業務委託
（単価契約）

刈草処分
長浜市内（旧東浅井郡
域）

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 株式会社エスケイカン
ポスト

13,200,000 本件業務を遂行しうる者は一般廃棄物処理業
（木くず処分）許可業者に限定されるため。

2 1

長浜土木事務所 伐竹木処分業務委託
（単価契約）

伐竹木処分
長浜市域

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 力興木材工業株式会
社

35,860,000 本件業務を遂行しうる者は一般廃棄物処理業
（木くず処分）許可業者に限定されるため。

2 1

長浜土木事務所 伐竹木処分業務委託
（単価契約）

伐竹木処分
米原市域

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 力興木材工業株式会
社

17,050,000 本件業務を遂行しうる者は一般廃棄物処理業
（木くず処分）許可業者に限定されるため。

2 1

長浜土木事務所 河川愛護活動事業
（草刈・清掃）委託

河川愛護作業（除草清
掃）

令 和 4 年 5 月 6 日 ～ 令和4年12月23日 長浜市 8,714,000 市町を核とした地域住民等の河川愛護活動を河
川法第99条の規定に基づき関係地方公共団体
に委託するものであるため。

2 2

木之本支所 令和４年度　第７３－
Ｒ０１号 葛籠尾崎大
浦線他道路緑化維持
管理委託

高木管理工、中低木管
理工

令 和 4 年 4 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 長浜市 6,061,000 委託対象の旧奥琵琶湖パークウェイは長浜市が
維持管理する自然歩道と一部区間を共用してお
り、同市に委託することが合理的であるため。

2 2

木之本支所 刈草処分業務委託
（単価契約）

刈草処分 令 和 4 年 5 月 18 日 ～ 令 和 5 年 3 月 15 日 株式会社エスケイカン
ポスト

9,075,000 　当支所発注の工事等で発生する刈草の処分を
受け入れ可能な事業者は、長浜市または湖北広
域行政事務センターの許可を受けている4者の
みであるため。

2 1
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木之本支所 令和4年度　第73-1
号　赤川他河川愛護
活動事業（草刈・清
掃）委託

草刈・清掃 令 和 4 年 5 月 27 日 ～ 令和4年12月28日 長浜市 7,291,000 河川法第99条の規定に基づく関係地方公共団
体へ委託であるため。

2 2

木之本支所 令和４年度　第ＲＣ７
－２号 湖北圏域水害
に強い地域づくり計
画検討業務委託

水害に強い地域づくり
計画検討等

令 和 4 年 6 月 17 日 ～ 令 和 5 年 3 月 24 日 株式会社ニュージェッ
ク 滋賀事務所

8,657,000 本業務に必要である「地先の安全マップ」の想定
浸水深の再現計算は、過年度より受注し、自ら
が保有するプログラムによりこれを実施して計算
条件の細部に精通する（株）ニュージェック以外
のものでは不可能なため。

2 3イ

高島土木事務所 令和４年度　第８３号
安曇川他河川愛護活
動事業（草刈・清掃）
委託

河川愛護作業(除草清
掃)

令 和 4 年 6 月 1 日 ～ 令 和 4 年 12 月 9 日 高島市 7,271,000 当委託業務は、住民との協働による地域の景
観・環境の保全および治水事業の維持を目的に
河川の維持管理作業を行うもので、河川法第99
条の規定に基づき関係地方公共団体に委託す
るものであるため。

2 2

高島土木事務所 令和４年度　第３号
犬猫等死骸撤去等業
務委託

犬猫等に類する動物の
死骸等の回収、解体、
運搬、処分業務（単価
契約）

令 和 4 年 6 月 1 日 ～ 令 和 5 年 3 月 31 日 株式会社伊東建設 5,453,800 動物の死骸（一般廃棄物）の運搬、処分を行うに
は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の
規定に基づく一般廃棄物処分許可業者に相手方
が特定されるため。

2 1


